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入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和８年１月２３日

支出負担行為担当官

さいたま地方検察庁検事正 鎌 田 隆 志

１ 工事概要

(1) 品目分類番号

４１

(2) 工事名

さいたま法務総合庁舎ほか２か所照明設備ＬＥＤ化改修工事

(3) 工事場所

ア さいたま市浦和区高砂３－１６－５８

さいたま法務総合庁舎

ＲＣ造５階建、建築面積2,896㎡、延面積12,190㎡、敷地面積8,955㎡

イ 埼玉県川越市宮下町２－１－３

さいたま地方検察庁川越支部

ＲＣ造２階建、建築面積615㎡、延面積1,260㎡、敷地面積2,314㎡

ウ 埼玉県熊谷市宮町１－６２

さいたま地方検察庁熊谷支部

ＲＣ造３階建、建築面積621㎡、延面積1,853㎡、敷地面積1,671㎡

(4) 工事内容

ア 工事概要

(3)記載の各庁舎に設置されている蛍光灯照明器具を、ＬＥＤ照明器具に

改修する工事

イ 工事種目

電気設備工事

(5) 工期

令和９年３月１９日まで

(6) 本件入札手続は、下記３に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を

電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ （https://www.p-portal.go.jp）

/pps-web-biz/ ）により行う。）

なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た

場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと（本
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件入札手続において「紙入札方式」という ）ができる。。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という ）第70条及び第71条の規定に。

該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

、 。同意を得ている者は 予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する

(2) 本工事の業種区分（電気工事）において、法務省の令和７・８年度におけ

る建設工事の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成1

4年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般

競争参加資格の再認定を受けていること 。。）

(3) 法務省の令和７・８年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際

に算出して得た総合数値が、1,100点未満（Ｂ、Ｃ）であること。

(4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者（監理技術者にあって

は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者）を本工事に

専任で配置することができること。

ア 一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士又これと同等以上

の資格を有する者であること。

イ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と３か月以上

の雇用関係にあること。

(5) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。

ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は

監理技術者の設置を要しない。

（ 、イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間 現場事務所の設置

資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者

と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技

術者の工事現場での専任を要しない。

ウ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除

く ）事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と。

受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術

者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工

事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

(6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という ）及び競争参加資格確認。

資料（以下「資料」 という ）の提出期限の日から開札の時までの期間に、。

平成７年１月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指
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名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（入札

説明書参照 。。）

(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受け

た者を除く ）でないこと。。

(9) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ず

るものとして排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方

として不適当であると認めていないこと。

(10) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格

を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満で

ある場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注す

る工事の入札公告の日までの期間が１か月を経過していること。

３ 入札手続等

(1) 担当部局 〒 さいたま市浦和区高砂３－１６－５８330-8572
さいたま地方検察庁会計課国有財産係

電話 （直通）048-863-1190
(2) 入札説明書等の入手期間及び入手方法

ア 入手期間

(ｱ) 入札説明書等（入札説明書別冊の図面を除く ）。

令和８年１月２３日（金）から同年３月４日（水）午後５時まで

(ｲ) 入札説明書別冊の図面

令和８年２月１０日（火）から同年３月４日（水）午後５時まで

イ 入手方法

(ｱ) 入札説明書等（入札説明書別冊の図面を除く）は、上記３(1)にて交付

（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する

行政機関の休日（以下「休日」という ）を除く毎日、午前９時から午後。

５時まで ）又は電子調達システムからダウンロードできる。。

(ｲ) 入札説明書別冊の図面については、競争参加資格があると認められた者

に対し、上記３(1)でのみ交付（休日を除く毎日、午前９時から午後５時

まで ）するので必ず入手すること（同図面は電子調達システムからダウ。

ンロードの方法によっては入手できない 。）

なお、郵送又は電子メールによる入手申し込みは受け付けない。

(3) 競争参加資格確認申請書及び紙入札方式による参加申請書の提出期間及び提

出方法
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ア 提出期間

（ ） （ ） 、令和８年１月２３日 金 から同年２月５日 木 までの休日を除く毎日

午前９時から午後５時まで

イ 提出方法

電子調達システムにより提出すること。

なお、紙入札方式による場合は上記３(1)の場所に持参又は郵送（書留郵

便に限る。提出期間内必着 ）すること。。

(4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

ア 入札

(ｱ) 入札書の提出期限

令和８年３月５日（木）午後３時まで

(ｲ) 入札書の提出方法

電子調達システムによる。

なお、紙入札方式による場合は上記３(1)の場所に持参又は郵送（書留

郵便に限る。提出期間内必着 ）すること。。

イ 開札

(ｱ) 開札の日時

令和８年３月６日（金）午前１０時

(ｲ) 開札の場所

〒 さいたま市浦和区高砂３－１６－５８330-8572
さいたま法務総合庁舎２階会議室又は電子調達システム

４ その他

(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時

及び単位は計量法（平成４年法律第51号）による。

(2) 入札保証金

免除

(3) 契約保証金

納付（保管金の取扱店 日本銀行浦和代理店（埼玉りそな銀行さいたま営業

部 。ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行浦和代理））

店（埼玉りそな銀行さいたま営業部 ）又は金融機関若しくは保証事業会社の）

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保

証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証

金の納付を免除する。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
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(5) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札

。した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある

おって、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準

価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

(6) 配置予定技術者の確認等

落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反

、 。 、 、 、の事実が確認された場合 契約を結ばないことがある また 長期入院 死亡

退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、

資料の差し替えは認められない。資料の提出期限の翌日以降において、長期入

院等の特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、資格

と同種又は類似工事の経験等の総合評価について、当初の配置予定技術者と同

等以上の者を発注者の承認を得た上で配置しなければならない。

(7) 手続における交渉の意図の有無

無

(8) 契約書の作成の要否

要

(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との

随意契約により締結する予定の有無

無

(10) 関連情報を入手するための照会窓口

上記３(1)に同じ。

(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３(3)に

より申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に

おいて、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなけれ

ばならない。

(12) 詳細は入札説明書による。



第４号様式  

 

競争参加資格確認結果  

 

１ 工事名 さいたま法務総合庁舎ほか２か所照明設備ＬＥＤ化改修工事  

２ 部局名 さいたま地方検察庁  

３ 入札公告日 令和８年１月２３日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和８年２月９日  

 

 資 格 確 認 申 請 者  資 格 の 有 無  資 格 が な い と 認 め た 理 由 

能田電気工業株式会社  有   

株式会社テクノ三和  有   

株式会社オールライト  有   

株式会社クラフト  有   

旭株式会社  有   

株式会社ライオン事務器  有   

 

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資     

格がないと認めた場合には「無」と記載する。  

    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の     

内容を記載する。   



第８号様式の１

令和8年3月5日 開札日時

１回 ２回

千円

調査基準価格（税抜価格） 千円

令和8年3月23日

能田電気工業株式会社

法人番号５０１１５０１００８２３７

6
法人番号２１４０００１１０５２３７

未提出

株式会社オールライト

法人番号９１４０００１１１０３０５

株式会社ライオン事務器

法人番号１０６０００１０１１９１５

7

4
法人番号１１２２００１０１４３１３

44,000 落札

55,259

旭株式会社

法人番号６０１１８０１０２８０６６

3

5

2

1

入　札　調　書

件　　　名 さいたま法務総合庁舎ほか２か所照明設備ＬＥＤ化改修工事

金額（千円） 金額（千円）

入札及び開札の場所 さいたま地方検察庁２階会議室

入札日時　 令和8年3月6日

入　　札　　者
法　人　番　号

見積２回見積１回

15時00分 10時00分

備　　　　　考

79,320

133,000

無効

未提出

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、また、当該価格につい
て、予算決算及び会計令第８６条の規定により調査した結果、一定の水準を保っ
た適切な契約の履行が可能と判断したため。

株式会社クラフト

株式会社テクノ三和

72,590

9

8

　当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入
札（見積）金額である。

落札決定の理由

10

予 定 価 格 （税抜価格）

　会計法第２９条の３第１項による一般競争

　低入札価格調査制度対象工事

検察事務官

検察事務官

藤 浪 加 代入札執行者

立会者 小 松 原 健 二





第６号様式の１ 

 

 

 

 

 

予定価格積算内訳書 

 

 

 

工事名 さいたま法務総合庁舎ほか２か所照明設備ＬＥＤ化改修工事  

 

 

 

 

 

 



第６号様式－２　工事総括表

　金 円

（工事価格　金 円）

（調査基準価格　金 円）

（調査基準価格の100/110 円）

名　　　称 摘　　要　 数　量 単　位 金　　　額 備　　　考

直接工事費

１　さいたま法務総合庁舎 一式 47,316,056

２　さいたま地方検察庁川越支部 一式 2,311,702

３　さいたま地方検察庁熊谷支部 一式 2,743,226

小　　　計 52,370,984

共　通　費

　　　共通仮設費 一式 2,176,709

　　　現場管理費 一式 15,263,683

　　　一般管理費等 一式 9,508,624

小　　　計 26,949,016

工事価格 79,320,000

消費税等相当額 10% 7,932,000

総　合　計 87,252,000

87,252,000

79,320,000

79,849,000

72,590,000



名　　　称 摘　　要　 数　量 単　位 単　価 金　　　額 備　　　考

１　さいたま法務総合庁舎

照明器具 Ｅ４２８４４５ 6 台 27,485 164,910

照明器具 ＥＬ－ＤＴ２１１１１ 6 台 18,980 113,880

照明器具 ＦＡ１０３１２ＣＬＥ１ 1 台 11,980 11,980

照明器具 ＦＡ１０３２２ＣＬＥ１ 2 台 12,980 25,960

照明器具パネル ＦＫ１０３００ 1 枚 840 840

照明器具パネル ＦＫ１０３１６ 2 枚 840 1,680

照明器具パネル ＦＫ１０３１７ 2 枚 840 1,680

照明器具 ＦＫ１１７２７Ｃ 2 枚 1,898 3,796

照明器具 ＦＫ１１７４７Ｃ 1 枚 3,500 3,500

照明器具 ＦＳＫ９０７２１Ｚ 137 台 9,898 1,356,026

リモコン ＦＳＫ９０９４１Ｕ 5 台 14,980 74,900

照明器具 ＬＤＡ１３ＮＧＺ１００ＥＳＷＦ 1 個 5,398 5,398

照明器具 ＬＤＡ４ＬＧＳＫ４Ｆ 1 個 1,498 1,498

照明器具 ＬＤＬ４０ＳＮ１４２６ 3 本 6,998 20,994

照明器具 ＬＤＬ４０ＳＮ２９３８Ｋ 92 台 9,898 910,616

照明器具 ＬＧＢ５２０９４ＬＥ１ 9 台 7,998 71,982

照明器具 ＬＧＢ８１５６５ＬＥ１ 2 台 15,980 31,960

照明器具 ＬＧＢ８５０３３ＬＥ１ 1 台 6,998 6,998

照明器具 ＬＧＣ２１１１Ｄ 3 台 16,980 50,940

照明器具 ＮＮＣＦ４２１３５ＪＬＥ９ 13 台 73,980 961,740

照明器具 ＮＮＣＦ４２１５５ＪＬＥ９ 5 台 79,980 399,900

照明器具 ＮＮＦＢ８４００５ 9 台 21,980 197,820



名　　　称 摘　　要　 数　量 単　位 単　価 金　　　額 備　　　考

照明器具 ＮＮＦＢ８４６０５ 391 台 17,980 7,030,180

照明器具 ＮＮＦＳ４１８１１ＣＬＥ９ 1 台 66,980 66,980

照明器具 ＮＮＦＷ２１８１０ＣＬＥ９ 3 台 21,980 65,940

照明器具 ＮＮＦＷ４１０５１ＬＥ９ 3 台 13,980 41,940

照明器具 ＮＮＦＷ４１８１０ＣＬＥ９ 1 台 36,980 36,980

照明器具 ＮＮＬＧ０１５１７ 10 台 29,980 299,800

照明器具 ＮＯ４２０ＲＢ 17 本 9,498 161,466

照明器具 ＮＯ４４３ＲＢ 123 本 14,980 1,842,540

照明器具 ＮＯ４６０ＲＢ 8 本 7,498 59,984

カッティングシート ＳＡＨＸ０１ 57 枚 1,840 104,880

照明器具 ＸＦＬ３２６ＣＢＬＴ９ 10 Ｓ 16,980 169,800

照明器具 ＸＦＬ３２６ＰＦＬＴ９ 36 Ｓ 18,980 683,280

照明器具 ＸＦＸ４２０ＡＥＮＬＥ９ 2 Ｓ 8,198 16,396

照明器具 ＸＦＸ４２０ＮＥＮＬＥ９ 1 Ｓ 8,198 8,198

照明器具 ＸＦＸ４２９ＲＥＮＬＥ９ 2 Ｓ 10,980 21,960

照明器具 ＸＦＸ４３０ＡＥＮＬＥ９ 4 Ｓ 8,298 33,192

照明器具 ＸＦＸ４３０ＮＥＮＬＥ９ 50 Ｓ 8,298 414,900

照明器具 ＸＦＸ４３０ＰＥＮＬＥ９ 130 Ｓ 9,998 1,299,740

照明器具 ＸＦＸ４６０ＤＥＮＬＲ９ 2 Ｓ 12,980 25,960

照明器具 ＸＦＸ４６０ＮＥＮＬＥ９ 32 Ｓ 11,980 383,360

照明器具 ＸＦＸ４６０ＵＥＮＬＥ９ 82 Ｓ 12,980 1,064,360

照明器具 ＸＦＸ４６０ＵＥＮＬＲ９ 727 Ｓ 14,980 10,890,460

照明器具 ＸＦＸ４６０ＶＥＮＬＥ９ 6 Ｓ 14,980 89,880



名　　　称 摘　　要　 数　量 単　位 単　価 金　　　額 備　　　考

照明器具 ＸＦＸ４６０ＶＥＮＬＲ９ 81 Ｓ 14,980 1,213,380

照明器具 ＸＦＸ４６５ＥＥＮＬＥ９ 2 Ｓ 19,980 39,960

照明器具 ＸＦＸ４６６ＥＥＮＬＲ９ 36 Ｓ 24,980 899,280

照明器具 ＸＬ６６３ＰＦＶＪＬＡ９ 9 Ｓ 19,980 179,820

照明器具 ＸＬＷ２０２ＡＥＮＺＬＥ９ 1 Ｓ 10,980 10,980

照明器具 ＸＬＷ４３２ＮＥＮＺＬＥ９ 8 Ｓ 16,980 135,840

照明器具 ＸＦＸ２１０ＫＥＮＬＥ９ 1 Ｓ 6,798 6,798

照明器具 ＸＦＸ２１０ＮＥＮＬＥ９ 11 Ｓ 6,598 72,578

照明器具 ＸＦＸ２３０ＵＥＮＬＥ９ 1 Ｓ 9,998 9,998

照明器具 ＸＮＤ０６３９ＷＬＬＥ９ 1 Ｓ 5,298 5,298

照明器具 ＸＮＤ０６６９ＷＬＬＥ９ 14 Ｓ 5,298 74,172

照明器具 ＸＮＧ０６６１ＷＬＫＬＥ９ 1 Ｓ 63,980 63,980

雑材消耗品費 1 式 388,125 388,125

電工労務費 1 式 10,912,120 10,912,120

養生及び場内運搬費 1 式 490,245 490,245

交通費 1 式 498,870 498,870

廃材処理費 1 式 2,278,438 2,278,438

廃材運搬費 1 式 805,000 805,000

合　　　計 47,316,056



名　　　称 摘　　要　 数　量 単　位 単　価 金　　　額 備　　　考

２　さいたま地方検察庁川越支部

照明器具 ＦＫ８００１３ 10 個 2,898 28,980

照明器具 ＬＤＡ７ＬＧＳＫ６Ａ１Ｋ 6 個 2,198 13,188

照明器具 ＬＦＩＲ０２０－０７Ｎ５０Ｇ２ 1 個 5,750 5,750

照明器具 ＬＧＣ２１１２Ｄ 1 台 9,998 9,998

照明器具 ＮＮＣＦ４２２３５ＪＬＥ９ 2 台 72,980 145,960

照明器具 ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ 2 台 17,980 35,960

照明器具 ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ 8 台 14,980 119,840

照明器具 ＮＮＦＢ９３６０５Ｃ 10 台 31,980 319,800

照明器具 ＮＮＦＳ２１８１０ＣＬＥ９ 1 台 44,980 44,980

照明器具 ＮＮＦＳ２１８１２ＣＬＥ９ 4 台 44,980 179,920

照明器具 ＸＤＬ２１３ＶＧＮＬＥ９ 11 Ｓ 46,980 516,780

照明器具 ＸＦＸ２００ＮＥＮＬＥ９ 2 Ｓ 5,198 10,396

照明器具 ＸＦＸ４１０ＤＥＮＬＥ９ 1 Ｓ 7,598 7,598

照明器具 ＸＦＸ４５９ＤＥＮＬＥ９ 4 Ｓ 9,998 39,992

照明器具 ＸＦＸ４６０ＳＬＮＬＥ９ 2 Ｓ 22,980 45,960

雑材消耗品費 1 式 35,650 35,650

電工労務費 1 式 477,250 477,250

養生及び場内運搬費 1 式 85,100 85,100

交通費 1 式 39,100 39,100

廃材処理費 1 式 57,500 57,500

廃材運搬費 1 式 92,000 92,000

合　　　計 2,311,702



名　　　称 摘　　要　 数　量 単　位 単　価 金　　　額 備　　　考

３　さいたま地方検察庁熊谷支部

照明器具 ＦＬ６Ｎ－ＳＢ３ 6 本 3,780 22,680

照明器具 ＬＤＡ７ＬＧＳＫ６Ａ１Ｋ 2 個 2,198 4,396

照明器具 ＬＤＴ６ＬＧＳＴ６Ａ 6 個 3,598 21,588

照明器具 ＬＧＢ８５０３２ＬＥ１ 12 台 6,398 76,776

照明器具 ＬＧＢ８５０４２ＬＥ１ 1 台 6,198 6,198

照明器具 ＮＮＣＦ２２２１５ＪＬＥ 4 台 66,980 267,920

照明器具 ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ 13 台 17,980 233,740

照明器具 ＮＮＦＢ９１００５Ｃ 7 台 17,980 125,860

照明器具 ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ 39 台 14,980 584,220

照明器具 ＮＮＦＢ９３００５Ｃ 1 台 25,980 25,980

照明器具 ＮＮＦＢ９３６０５Ｃ 2 台 31,980 63,960

照明器具 ＮＮＦＷ２１８００ＫＬＥ９ 1 台 19,980 19,980

照明器具 ＸＡＤ１１００ＮＫＣＥ１ 3 Ｓ 2,715 8,145

照明器具 ＸＤＬ２１３ＶＧＮＬＥ９ 7 Ｓ 46,980 328,860

照明器具 ＸＦＸ４２０ＡＥＮＬＥ９ 1 Ｓ 8,198 8,198

雑材消耗品費 1 式 48,875 48,875

電工労務費 1 式 545,100 545,100

養生及び場内運搬費 1 式 85,100 85,100

交通費 1 式 58,650 58,650

廃材処理費 1 式 69,000 69,000

廃材運搬費 1 式 138,000 138,000

合　　　計 2,743,226



第７号様式 

低入札価格調査の実施概要 

 

項    目 内         容 

１ その価格により入札し 

た理由 

 

 

 資材の購入について、大量発注であることから資材販売店か

ら低価格で調達が可能であるため。 

 過去にも同種工事実績があり、工期は長期であるものの、過

去の経験から作業日数自体は少なくして完了させることがで

き、労務費や経費を低く抑えることができるため。 

 

 

２ 契約対象工事付近にお 

ける手持ち工事の状況 

 

 

工事名：１号庁舎ＬＥＤ改修工事 

発注者：陸上自衛隊大宮駐屯地 

 

３ 契約対象工事に関連す 

る手持ち工事の状況 

 

 

 なし。 

 

 

４ 契約対象工事場所と入 

札者の事業所、倉庫等の 

関連 

 

 

契約対象工事場所：さいたま市浦和区高砂３－１６－５８、埼玉

県川越市、同県熊谷市 

入札者の事業所：東京都荒川区南千住５－２５－９ 

 

 

５ 手持ち資材の状況 

 

 

 全て新規購入材料を使用。 

 

 

６ 資材購入先及び購入先 

と入札者の関係 

 

 

資材購入先：新明電材株式会社足立営業所 

入札者の関係：長年取引実績のある業者 

 

 

７ 手持ち機械数の状況 

 

 

 なし。 

 

８ 労務者の具体的供給見 

通し 

 

 

 協力会社を含めて労務者３７０人工確保している。 

 



項    目 内         容 

９ 過去に施工された公共 

工事名及び発注者 

 

 

 

 

 豊洲市場水産卸売場棟５階事務室ほか照明設備改修工事・

東京都財務局 

 豊成小学校照明改修工事・東京都豊島区 

 ２号庁舎照明器具改修工事その１、その３・防衛省陸上自衛

隊 

 日暮里ひろば館学童クラブ化電気設備改修工事・東京都荒川

区 

 工事２１号街路灯改修工事（その４）・東京都豊島区 

 池袋小学校照明設備改修工事・東京都豊島区 

 本庁舎受変電設備改修工事・東京都荒川区 

 ３板橋市場花き棟受変電設備改修工事・東京都中央卸売市場 

 都庁第二本庁舎庭園灯改修工事その２・東京都財務局 

 

10 経営内容 

 

 特段の問題なし。 

 

11 １から10までの事情聴 

取した結果についての調 

査検討 

 

 

 

 提出資料等を基に調査した結果、入札金額の積算について、漏

れなく計上されており、過去に施工した同種の公共工事に関して

も問題なく履行されていること、協力会社との関係も良好で問題

ないと思料されること、経営状況についても過去３か年の財務諸

表等を確認したところ、特段問題は認められなかったことから、

契約内容に適合した工事の履行が可能と認められることから、落

札者として適当であると判断した。 

 

 

12 入札者の施工した法務 

省発注工事の成績状況 

 

 該当なし。 

 

 

13 経営状況 

 

 

 

 ＜公表しないこととする＞ 

 

14 信用状況 

  

 特段の問題なし。 

 

15 その他 

 

 建設副産物の搬出予定は適切である。 

 

 



第９号様式 

契約の内容 

 

 契約年月日  令和８年３月２３日 

 契約業者名  能田電気工業株式会社 

 契約業者の住所  東京都荒川区南千住５－２５－９ 

 工事の名称  さいたま法務総合庁舎ほか２か所照明設備ＬＥＤ化

改修工事 

 工事場所  さいたま市浦和区高砂３－１６－５８ 

 さいたま法務総合庁舎 

埼玉県川越市宮下町２－１－３ 

さいたま地方検察庁川越支部 

埼玉県熊谷市宮町１－６２ 

さいたま地方検察庁熊谷支部 

 工事種別  電気設備工事 

 工事概要  各庁舎に設置されている照明設備をＬＥＤ化する。 

 工期 （自）～（至）  令和８年３月２４日～令和９年３月１９日 

 契約金額  ４８，４００，０００円 

 


